
【オンライン申請】 
 

① 登記・供託ｵﾝﾗ
ｲﾝ申請ﾍﾟｰｼﾞにｱｸ
ｾｽして申請しま
す。 

 

● 申請者情報の登録 
● 申請情報の入力・
送信 

供託の申請は 

  がおすすめです。 

     供託手続について，ご不明な点は，岐阜地方法務局供託課にお問合せください。 
  

     岐阜地方法務局 供託課 岐阜市金竜町５丁目１３番地 
                 電話番号 ０５８－２４５－３１８１（内線１３１） 

差押えにより 
供託申請される皆様へ 

法務局からのお知らせ 

  
 

簡単！  
 

○ パソコンから供託の申請ができますので，
法務局に出向く必要がありません。 

 

○ 次月の申請の際，前月に入力した内容を
再利用できます。 

  
 

便利！ 
 

○ インターネットバンキングの利用により， 
申請画面から供託金を納付することができます。 
 

○ お近くのPay-easy（ペイジー）対応のATMでも 
供託金を納付することができます。 

  

【封筒・切手の送付】 
 

② 供託書正本送付用
の封筒 ※１ を法務
局へ送付します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 切手貼付，宛名記載済

みのもの 

   

 
 

【受理決定通知】 
 

③ 申請内容に問題
がなければ,法務
局からオンライ
ンで受理決定通
知書が届きます。 

【供託書正本受領】 
 

⑤ 法務局から供託
書正本が届きま
す。 

【供託金の納付】 
 

④ インターネットバン
キング 又は ATM を
利用して供託金を納付
します。※２ 

 
 
 
 
 
 

※２ ペイジー対応の ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ又は  ATM の利用
となります。 

お知らせ 

＜会社・法人申請者用＞ 



郵送で供託申請をする場合  <<          >>  

【OCR用紙入手】 
 

① 最寄りの法務
局（支局も可）
において供託書
（OCR用紙）を
入手します。 

     供託手続について，ご不明な点は，岐阜地方法務局供託課にお問合せください。 
  

     岐阜地方法務局 供託課 岐阜市金竜町５丁目１３番地 
                 電話番号 ０５８－２４５－３１８１（内線１３１） 

【必要書類等の送付】 
 

② 必要書類等を法務

局へ送付します。
※１ 

 

【受理決定通知】 
 

③ 申請内容に問題
がなければ,法務
局から郵送で受
理決定通知書が
届きます。 

【供託書正本受領】 
 

⑤ 法務局から供託
書正本が届きま
す。 

【供託金の納付】 
 

④ インターネットバン
キング 又は ATM を
利用して供託金を納付
します。※２ 

 

※２ ペイジー対応の ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ又は  ATM  

供託金の納付は「電子納付」 
の利用がおすすめです。 

●供託書（OCR用紙） 
 

  <注意>折り曲げ厳禁 

●供託カード 
（カードが発行さ

れている場合）   

●返信用封筒（小） 
（受理決定通知書送付用） 
 

●返信用封筒（大） 
（供託書正本及び次回OCR

用紙送付用） 
 

 <注意>切手貼付，宛名記載 

 

●会社・法人代表者の
資格証明書（３か月
以内のもの） 

 
 
   
 

●納付方法メモ 
（納付方法，連絡先

(電話番号)のメモ）   

 

●その他 
 代理人申請の場合は，委任状が必要です。 

電子納付で納付します。 
 
供託者氏名 ○○○○ 
連絡先 ○○○－○○○－○○○○ 

代表者事項証明書 
 

又は 
 

履歴（現在）事項
全部証明書 

※１ 郵送供託申請の際に法務局に送付する書類 
 

 

  
 

 

 原則，銀行振込手数料がかかりません。 

供託かんたん申請 申請情報 画面イメージ 

供託（金銭）給与債権執行【かんたん】 

 

 会社法人等番号を入力して，「資格証明書を省略するため
会社法人等番号を提示する。」欄にチェックすることにより，
代表者の資格証明書の送付を省略することができます。 

 供託書正本の受取りを郵送で希望される場合，供託書正本
送付用封筒・切手の送付が必要となります。 
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